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7-1-1  端末持ち帰り

GIGA端末の持ち帰りについて
　GIGA端末を家庭へ持ち帰り、活用を進めることで、校内という場所の
制限や、授業時間内という時間的な制約を超えて、子どもたちが自主
的に学ぶ環境を提供することが可能となります。また、授業中と同じ活
用方法を家庭でも継続して行うことで、臨時休業中の学びや、不登校傾
向のある児童生徒の学びの保障へとつなげることができます。

端末等持ち帰りまでの流れ（年度初めからを想定）

A.準備 ● 家庭のインターネット接続状況
の確認。

● 保護者への説明や同意書の
取得。

● （モバイルWi-Fiルータの設
定。）

● 必要文書印刷。  
● 持ち帰り時の学習計画と、そこ

へ向けた校内での学習や情報
モラルの指導。

B.貸し出し ● 端末や電源ケーブル、モバイ
ルWi-Fiルータの貸し出し状況
を管理簿等で把握。

● 家庭での活用方法やルール
の確認。

C.返却 ● 返却時の動作確認により不良
や故障の有無の確認  

故障の場合は「端末が壊れたら」へ

＜学習例＞
● 協働学習
● 話し合い活動

● ドリル学習
● 調べ学習
● 課題→取組→提出

● クラスルームによる伝達、発
信

GIGA端末の持ち帰り時の活用イメージ

学校 家庭

＜学習例＞
● 従来の宿題
● 話し合い活動

● ドリル学習
● 調べ学習
● 課題→取組→提出

● クラスルームによる伝達、発
信

情報モラル

・自主学習
・予習

学校と同じ学習
スタイルで、臨時
休業中や不登校
対策へ。

※ 不登校児童生徒には逆向きで学校
での学習に対する安心感へ

https://drive.google.com/file/d/1tJTEqQMcC-wIW8onFSF_0nTTksKICHbq/view


7-1-2  端末持ち帰り

準備①
　まずは、持ち帰りに関する説明や

家庭のネット環境について、保護者

に理解・協力を得ましょう。

　端末等の持ち帰りに当たっては、

保護者の理解が不可欠です。何を

目的に持ち帰りを行うのか、家庭で

どんな学習を行うのか、また、持ち

帰り時のルール等を具体的に確認し

ていくことで、保護者もイメージがも

て、安心してご協力いただけるようで

す。

　また、持ち帰った際の学習に向け、

校内で同様の学習方法に慣れ親し

んだり、情報モラルについて学習し

たりして準備を進めましょう。

端末持ち帰りに関する説明文と、端末等貸出申請書（貸出書）

　説明の文書や「貸出申請書」
は、緊急事態宣言時など緊急を
要する場合には「貸出書」として、
申請がなくとも貸し出す様式の文
書にするなどしてご利用ください。



7-1-3  端末持ち帰り

準備②

　貸出当日に向けて資料を用意しましょ
う。
　端末活用のルールに関する書類、ア
プリの使用方法に関する書類、モバイ
ルWi-Fiルータ接続方法に関する書類
等を必要に応じて用意しましょう。
　予めご用意いただくと効果的な各種書
類は、かわさきGIGAスクール構想情報
共有サイトの児童生徒向け操作マニュ
アル集に保存されています。
　また、端末貸出時の紛失を防ぐため、
端末や電源ケーブル、モバイルWi-Fi
ルータの貸し出し状況を管理簿等で、
把握しておきましょう。短期間の持ち帰
り時などは、貸出書で代用することも可
能です。
　持ち帰りをした際には、家庭での活用
のルールの確認や作成や情報モラル
に関する課題を出すことで、継続的な
活用につながります。



7-1-4 端末持ち帰り

準備③

　持ち帰り学習実施後、児童生徒が登校した際には、端末の故障
や破損箇所はないか必ずご確認ください。長期間貸し出しをした
場合には「端末等返却証明書」を発行するなどして、行き違いの無
いようにしましょう。
　また、日常的な持ち帰りの際には、端末持ち帰りの有無を家庭と
うまく共有することで、端末の所在を家庭と共有し、紛失等のトラブ
ルを未然に防止することができます。令和３年度には、GIGA端末
カードを作成し、持ち帰った際に保護者から押印をもらうなどして
工夫している学校がありました。

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　様

端末等返却証明書（例）

つぎのとおり、貸出し物品が返却されたことを証明いたします。

令和　　　年　　　月　　　日（　　）
貸出者：川崎市立　　　　　　　　学校

　　　　学校長　　　　　　　　　　　　　　

１　物品名 □GIGA端末（充電アダプター含む）

□モバイルWi-Fiルーター（充電アダプター含む）

□端末及びモバイルWi-Fiルーター

（充電アダプター含む）の両方

２　貸出し期間 令和　　　年　　　月　　　日から

令和　　　年　　　月　　　日まで

３　備考  

GIGA端末貸し出しカード
名前（ ）

日にち 内容 家の人のサイン

12月1日 ドリルパーク



7-1-5  端末持ち帰り

端末持ち帰り時の活用事例
　端末を持ち帰った際の学習は、まずは学校でやったことがあるアプリや操作を使ってできることに取り組みましょう。
　また担任がクラスルームに課題やお知らせを書き込む時間帯を決めるなどすると、児童生徒の学習習慣をつける一助となります。課題に取り
組む際に要する時間等を明確に伝えることなども、保護者は安心するといった声も届いています。

ドリル学習
　ドリルパークの課題は、操作も簡単で取り組みやすいものとなっており
ます。AI 機能も追加され誤答に関連した問題が出題されるなど、意欲を
保ちながら続けることができます。自分の学年の問題だけでなく下学年の
問題に取り組むこともできます。

調べ学習
　疑問に思ったことや、興味をもったことを即座に調べることができる
のは、GIGA端末の大きな長所です。時間のある週末などに、自分
で決めたテーマについて調べ、スライドにまとめる学習を通して、情
報活用能力を高めることも可能です。はじめは、自分の興味関心に
応じたものを、慣れてきたら課題解決に向けたテーマで取り組むこと
で、主体的な学びにつながります。「課題把握 → 取り組む → 提出」の流れで取り

組む
　学習に慣れてきたら授業の中でクラスルームを使い、課題の確認から
提出までを行い、これを家庭でも行うことで学校と同じ流れで課題解決を
する流れを習慣化できます。教科書の課題に取り組み提出したり、 NHK 
for School を視聴して感想を書いたり、月の写真を撮り変化の様子を記
録したりすることで、家庭学習の幅が広がります。
　この流れが定着すると、臨時休業中等の学びがスムーズに行え、オン
デマンド型の学習であっても充実した学びを行うことができます。

クラスルームでの伝達、発信
　クラスルームに課題や次の日のお知らせ、先生からのメッセージをス
トリームに入力することで、子どもたちが毎日予定を確認する週間が身
に付き、また端末の使い方になれます。

情報モラル
　持ち帰った際に「学習に関係の無い使い方をしてしまう・止め時が
分からず、画面をずっと見続けてしまう」などの課題が報告されてい
ます。
　事前に、学校でルールの確認をしたり情報モラルについて指導を
行うのはもちろん大切ですが、持ち帰りを機に、家庭でのルールづく
りや、家庭での使用方法について考える時間を設けることも大切で
す。家庭での情報モラル教育には「 川崎市版保護者向け  インター
ネットガイド」が有効です。
　また、持ち帰り前に、「きょうあした」や「５つのやくそく」などを活用
し、家庭での利用について事前に確認すると、より効果があがりま
す。

https://kawasaki-edu.jp/index.cfm/6,585,c,html/585/211203internetguide.pdf
https://kawasaki-edu.jp/index.cfm/6,585,c,html/585/211203internetguide.pdf


7-2-1  臨時休業中の学びの保障

基本的な考え方

　児童生徒の学びが保障されるように配慮し、GIGA端末を活用したオン
ライン指導等を積極的に取り入れる。

GIGA端末を活用した
オンライン指導

心のケア 学びの保障

安心・安全のための留意点、ガイドライン

教育のオンライン利用に伴う情報セキュリティに関するガイドライン(改訂版)

＜オンライン指導等の際の留意事項＞

＜教育のオンライン利用に伴う情報
セキュリティに関するガイドライン(改訂版)＞

　GIGA端末を活用したオンライン指導には大きく「心のケア」と「学び
の保障」の２つの側面があります。オンライン指導にあたっては、留意
事項やガイドラインを参照にしながら、安心・安全な指導を心がける必
要があります。

https://drive.google.com/file/d/1FdPaVGCNTLvH5WfiTxmEn1g7FKwbACvC/view?usp=sharing


7-2-2  臨時休業中の学びの保障

＜令和３年9月に実施したオンライン授業配信での活用の様子＞

＜臨時休業時に限らず＞

　GIGA端末を使ったオンラインでの指導は、臨時休業時に
限らず、何らかの理由で、数日からしばらくの間登校できな
い児童生徒への学習支援としても効果的です。
　子どもたちの心のケアや学びの保障のためにできること
を模索し、オンライン指導も視野に入れた配慮が必要で
す。

効果的だった活用

授業配信を閲覧した児童生徒や保護者の感想

● 教室での様子がわかって安心した。
● ICTを活用した授業はわかりやすい。
● 感染を気にせずに安心してできた。

＜オンライン指導等の際の留意事項＞

＜教育のオンライン利用に伴う情報セキュリティに関するガイド
ライン(改訂版)（抜粋）＞

　発信者（各学校、教育委員会等）
①動画内容及び配信については、管理職の責任のもと行うこと。
②肖像権に配慮すること。
③著作権に留意すること。
④個人情報を出さないこと。
⑤インターネットの特性（非対面性、公開性、記録性等）に配慮すること。
⑥オンラインサービス利用時には各サービスの「利用規約」を確認すること。
⑦使用する端末及びアカウントは原則として所属内のものとし、ソフトウェアのバー
ジョンアップ、セキュリティパッチが最新かどうか使用前に確認し、最新版ではない
ソフトウェアは使用しないことなどに留意すること。

● 「緊急事態宣言期間における  市立学校における教育活動ガイド

ライン」の最新版を確認する。

● 「教育のオンライン利用に伴う情報セキュリティに関するガイドラ

イン（改訂版）」に準じた活用を計画する。

● 「オンライン利用届出書」を作成し、チェックリストによる配信方法

について確認する。

オンライン指導等を行う際には、下記に留意し学習の計画を立ててください。

安心・安全のための留意点、ガイドライン



　教室等の映像を伴
うオンライン利用の
場合には
「7-2-2  臨時休業中
の学びの保障」記載
の留意点を、具体的
な課題例については
「7-3-4  オンライン指
導・オンライン活用」
「7-1-6 端末持ち帰
り」をご参照くださ
い。

7-3-1  オンライン指導・オンライン活用

オンライン指導の分類

非同期
（オンデマンド）

同期
（リアルタイム）

単方向 A単方向非同期の学習

- 課題や資料の配付

B 単方向同期の学習

- ライブ配信。

双方向 C双方向・非同期学習

- 課題の回収

- 質疑応答、意見交換

D 双方向・同期学習

- リアルタイム

- 課題や資料の配付
- 回答の回収
- 質疑応答、意見交換

その他 E オフラインでの課題解決

オンライン指導はリアルタイムだけじゃない。

オンライン指導について
　オンライン指導には大きく「心のケア」と「学びの維持」の２つの側面があります。また様々な指導
の分類があります。これらをうまく組み合わせ、どのようなねらいをもって学習を計画するのかがオ
ンライン指導の大きなポイントとなります。



7-3-2  オンライン指導・オンライン活用

オンライン指導チェックリスト
　オンライン指導を行う際には、チェックリストを参考に安心・安全に活用するための準備ができているか、確認を
してください。

＜児童生徒・保護者への確認＞
☐ オンライン上に映り込む児童生徒や保護者に、内容を伝

え、情報掲載の同意を得た。 (同意書を取った。 )許諾を得て
いない場合、音声やぼかしを入れた顔も肖像権を侵害する
ことを認識している。

☐ 名札を外すなど、第三者に個人が特定できないよう配慮を
している。映り込みに配慮する児童生徒も確認できている。

＜教材作成に関する確認＞
☐ 改正著作権法 (第 35 条)※」を確認した。著作権の利益を

不当に害することはない。※詳細は「オンラインガイドライ
ン」をご参照ください。

＜受信する側への確認＞
☐ URL や ID、パスワード等は、公開先を必要な相手のみに

限定している。受信者に動画視聴用の「 URL」や「ID」「パス
ワード」を他人に教えないことを伝えた。

☐ 受信者に、録音や動画撮影、スクリーンショット機能による記録や保存
等はしてはならないことを伝えた。万一、録音や動画撮影、スクリーン
ショット機能による記録や保存等が行われインターネットに公開されてし
まった場合、完全には削除できないことを認識している。

＜ソフトウェア、アプリケーションおよび端末使用に関する確認＞
☐ 利用するオンラインサービスの利用規約を確認した。
☐ 利用するソフトウェアは最新でセキュリティ面に配慮したものである
☐ 川崎市より貸与されている所定の端末を使用している。
☐ 【双方向】Zoom を利用する際は、「待機室を有効化」した。【単方向】

YouTube を利用する際は、公開設定を「限定公開」にした。
☐ アカウントを取得した際は、アカウントの運用ルールや運用ポリシーを作

成し、運用ポリシーを学校ホームページに掲載した。

＜センターへの届出＞
☐ 総合教育センター  情報・視聴覚センターに「オンライン利用」届出書を出

した。また、実施後、総合教育センター  情報・視聴覚センターに報告書を
提出する予定である。

　オンライン指導を実施する際には、 オンライン利用届
出書の提出をお願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4HQCjfHpTAOPrEWciZHV3J1hjRlnrtaEV55lesa8iHDpM9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4HQCjfHpTAOPrEWciZHV3J1hjRlnrtaEV55lesa8iHDpM9Q/viewform?usp=sf_link


7-3-3  オンライン指導・オンライン活用

オンライン指導の実践例（ねらいに応じた学習計画が大切です。）

A.オンラインでの授業配信・交流
学習

B.オンデマンド型の学習 C. 普段の持ち帰り学習
＋オンライン交流

　単方向や双方向のリアルタイム配信では、

授業の様子をリアルタイムに確認したり、顔

を突き合わせて意見交換をしたりすることが

できます。

　また、行事等を配信することで、密になるこ

となく、学習の様子を保護者に伝えることも

可能です。

　オンデマンド型の学習は、クラスルーム等

にある課題を見て、パソコン上で課題解決を

したり、教科書やノートを使って課題解決を

行ったりします。自分の都合の良いタイミング

で取り組むことができること。ずっとつなぎっ

ぱなしでなくても取り組めるできることが特徴

です。

　日ごろから「B.オンデマンド型の学習」に取

り組んでおくと、臨時休業時にはこのスタイル

を継続しつつ、意見交換や発表の場面だけ

「A.オンラインでの交流学習」を取り入れると

いった学習が可能となります。送出のみの授

業や、オンデマンド型だけでの学習に比べメ

リハリのある学習が可能となります。

・Meetを使った授業配信

・Meetを使った交流学習

・Jamboard等を使った教室と家庭の同時編

集

・行事等の配信

・質疑応答、意見交換

・動画を見た感想をクラスルームに提出

・ドリルパークに取り組む

・ドキュメントなどで作成された課題に取り組

む。

・クラスルームに示された課題をもとに、教科

書の問題に取り組む

・動画を見た感想を、 Meetで共有

・Meetで算数の問題の答え合わせ

・作成したスライドをMeetで発表

・資料を読んだ気づきを同じ時間に

Jamboardで共有


